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議案 高松市地域公共交通計画の改定 

 

１ 理由 

高松市地域公共交通網形成計画につきましては、平成３１年３月に改定し

ているものですが、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が令和２

年１１月に改正され、現行の地域公共交通網形成計画については地域公共交

通計画とみなすこととされています。 

同法改正の趣旨に沿って「高松市地域公共交通計画」へと名称変更すると

ともに、本計画に基づく高松市地域公共交通利便増進実施計画を改定するに

当たり、計画期間等を一部修正する必要が生じたため、当該事項を反映し、

本計画を改定するものです。 

 

 

２ 概要 

  資料のとおり 



現行 改正後

高松市地域公共交通計画の改定

1

【修正前】
高松市地域公共交通網形成計画

【修正後】
高松市地域公共交通計画

【修正前】
平成31年3月

【修正後】
令和3年9月

資料



現行 改正後

2

【修正前】
計画目標年次

【修正後】
計画期間



現行 改正後

3

【修正前】
「高松市地域公共交通網形成計画」を改定するものです。

【修正後】
平成31年3月に「高松市地域公共交通網形成計画」を改定し
ましたが、令和2年度の法改正を受け、「高松市地域公共交
通計画」として改定するものです。

【修正前】
 計画目標年次

 平成３５年度を目標年次とする５年程度としますが、４０年度を
目標年次とする中長期的に地域が目指す将来像も念頭に置
きつつ策定するものです。

【修正後】
 計画期間
 令和3年度から令和10年度とします。



現行 改正後

4

【修正前】
H35

【修正後】
R5



現行 改正後

5

【修正前】
H40

【修正後】
R10

【修正前】
H35

【修正後】
R5

【修正前】
改定時点

【修正後】
H31.3計画改定時



現行 改正後

6

【修正前】
H40

【修正後】
R10

【修正前】
H35

【修正後】
R5


